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本日の内容

１ 反論できていない点や事実誤認

２ 火山ガイドの合理性について

３ 火山ガイドは実質的に変更されたこと

４ 巽好幸教授の証言を踏まえた主張について
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１ 反論できていない点や事実誤認
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１ 反論できていない点や事実誤認 4
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第2
２項

平成２５年火山ガイドの内容の不合理
性

→あり

３項 令和元年火山ガイドの内容の不合理性 →あり

第３

１項
川内原発の適合審査に火山の専門家
は関わっていないこと

→なし

２項
噴火ステージと階段ダイヤグラムにつ
いて

→なし

３項
破局的噴火が十分小さいかどうかに
ついて科学的な審査はなされていな
いこと

→なし

４項
１０年前には巨大噴火の兆候を判断で
きるという誤解

→なし

５項 社会通念は後付けであること →なし

第４

２項

活動可能性評価の困難性①‐地下のマ
グマ溜まりの位置や形、大きさについ
て正確に把握することが困難であるこ
と

→一部あり

３項
活動可能性評価の困難性②‐マグマ溜
まりが浮力中立点よりも深い場所に定
置する可能性があること

→なし

４項
活動可能性評価の困難性③‐マッシュ
状のマグマの把握はよりいっそう困難
であること

→なし

５項 安池尋問及び櫻田尋問に対する意見 →一部あり
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第２

１項
相対的安全と社会通念、新規制基準の
考え方の不合理性

→なし

２項
原規委の策定する基準が社会通念を
具現化している等の点

→なし

3項 現実の原規委の姿 →なし

４項
行政訴訟における判断枠組みについ
ての補足的主張

→一部あり

第３

２項 平成２５年火山ガイドの策定経緯等 →一部あり

３項
争点Ⅰ①（立地評価が保守的なものに
なっていないこと）に関連する部分

→一部あり

４項
争点Ⅰ②（巨大噴火とそれ以外を区別
していること）に関連する部分

→一部あり

５項
争点Ⅰ③（巨大噴火に至らない噴火の
噴火規模の取扱い）に関連する部分

→なし

６項
争点Ⅰ④（モニタリング）に関連する部
分

→なし

第４

２項
争点Ⅱ②‐運用期間に関する判断の不
合理性

→なし

３項
争点Ⅱ①‐十和田カルデラに関するａ
要件の適合判断の不合理性

→なし

４項
争点Ⅱ①‐産総研の近時の公表（甲Ｄ４
１３）について

→なし



１ 反論できていない点や事実誤認 5

⑴ SSG-21が将来の活動可能性評価方法について具体的指針を示していないとの点

「SSG-21は、火山ハザードの評価に当たり…（略）…、将来の活動可能性の評価手法については、
具体的な指針を示していなかった」（Y準28・p12）

ステージ２が火山の活動可能性と関連
する部分。
ステージ１の初期評価の結果、地理的
領域内に1000万年前以降に活動した火
山が存在する場合には、火山活動のプロ
セスを正当化する概念モデルを開発し、
5.5項～5.15項を踏まえて、活動可能
性を評価することが記載されている（3.7
項）。
その際に参照されるべき「必要な情報と
調査」として、4.1項～4.37項に、詳細な
規定が置かれている。

具体的指針がないというのは

事実誤認



１ 反論できていない点や事実誤認 6

⑵ 意見募集手続において火山ガイドに反する科学的知見が示されなかったとの点

「火山ガイドの策定に際しては、専門家からのヒアリングや任意の意見募集手続等も行われているが、こ
れに反する科学的知見が示されることもなかった」（Y準28・p20）

設計対応が不可能生な火山事象が、運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価基準が不明確で、
十分な規制が難しいと指摘されている。これに対し、原規庁は、「一定の評価は可能」「不確実性を伴う
ので、モニタリングが必要」と回答している。



１ 反論できていない点や事実誤認 7

⑵ 意見募集手続において火山ガイドに反する科学的知見が示されなかったとの点

「火山ガイドの策定に際しては、専門家からのヒアリングや任意の意見募集手続等も行われているが、こ
れに反する科学的知見が示されることもなかった」（Y準28・p20）

意見募集手続において
火山ガイドに反する
科学的知見が

示されなかったというのは

事実誤認



１ 反論できていない点や事実誤認 8

⑶ 巨大噴火が低頻度事象であるとの点

「（令和元年火山ガイドにおける巨大噴火の取扱いに関する）判断は、巨大噴火が低頻度の事象であ
ること、巨大噴火が広域的に重大かつ深刻な災害をもたらすといった特徴を有することといった我が国の
科学技術水準に基づく知見だけでなく、これに対する社会通念等を踏まえた相対的安全性の考え方に基
づく判断そのものであり、原子力規制委員会に委ねられた前記の専門技術的裁量を合理的に行使したも
の」（Y準28・p48）

発生確率大

発生確率小

IAEA： 1000万年に1回

安全目標： 100万年に1回

活断層： 約12万年に1回

破局的噴火：1～2万年に1回

巨大噴火：数千年に1回＝To-OF

原基法2条1項
「原子力利用は、…（略）…安全の確保を旨と（する）」
原基法2条2項
「前項の安全の確保については、確立された国際的な基準
を踏まえ（る）」

原規委設置法1条
「…（略）…原子力利用における事故の発生を常に想定し、
その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという
認識に立って、確立された国際的な基準を踏まえて原子力
利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定
（する）…（略）…ことを目的とする」To-H

※すでに最後の巨大噴火（鬼界アカホヤ噴火）から約7300年が経過



１ 反論できていない点や事実誤認 9

⑶ 巨大噴火が低頻度事象であるとの点

「（令和元年火山ガイドにおける巨大噴火の取扱いに関する）判断は、巨大噴火が低頻度の事象であ
ること、巨大噴火が広域的に重大かつ深刻な災害をもたらすといった特徴を有することといった我が国の
科学技術水準に基づく知見だけでなく、これに対する社会通念等を踏まえた相対的安全性の考え方に基
づく判断そのものであり、原子力規制委員会に委ねられた前記の専門技術的裁量を合理的に行使したも
の」（Y準28・p48）

巨大噴火が
低頻度の事象というのは

事実誤認

H28.4.6福岡高裁宮崎
支部決定が、社会通念論に
よって川内原発の稼働を容
認した際に持ち出した、世界
の原子力安全規制の常識
を無視した判断。原規委は、
それを奇貨として便乗しただ
け。

新規制規準検討チーム第21回会合議事録（X準218・p38）



１ 反論できていない点や事実誤認 10

⑷ 物理探査の精度に関する安池証言の趣旨

「そもそも、『安池氏が、地球物理学的調査等によって地下のマグマ溜まりが存在しないことを確認でき
る、あるいは他の火山にも一般化できると考えていた』という事実は存在しない」（Y準28・p45）

原告らが事実誤認をしているのではなく、

被告が事実を捻じ曲げて主張している。

安池由幸氏証人尋問（甲D499・p36） 安池由幸氏陳述書（甲D406・p9）

「RFS審査において、恐山直下のトモグラフィの調
査結果から、地下構造について、地震波トモグラ
フィ等の地球物理的調査を行えば、一定のマグマ
だまりが存在しているかどうかを判断できると考え
ていたというように書いてあると思うんですけど、こ
の結果を踏まえて判断ができると思ったわけですよ
ね。」「そうですね。」

「RFS審査において、恐山火山直下の地震波トモ
グラフィの調査結果から、恐山火山直下の深さ約
15㎞以浅には大規模なマグマ溜まりは存在しな
いと判断されており、…（略）…地下構造につい
て、地震波トモグラフィ等の地球物理学的調査を
行えば、火山の地下に一定のマグマ溜まりが存在
しているかどうかを判断することができ、そのような
マグマ溜まりの有無や規模、位置などにより、カル
デラ噴火の発生可能性を評価することができると
考えました。」



２ 火山ガイドの合理性について
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２ 火山ガイドの合理性について 12

⑴ 被告が引用する国内基準の訴訟上の位置づけ

⑵ 被告が論拠とする専門的知見の訴訟上の位置づけ

⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価

⑷ 新規制基準検討チームにおける委員の発言等の訴訟上の位置づけ



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑴ 被告が引用する国内基準の訴訟上の位置づけ 13

被告が引用する、「自然環境」の考え方、JEAG4625-2009はいずれも福島第一原発事故前のものであること

 「我が国においては、地震、津波、火山は、原子力発電所の安全にとっても、地域防災の上でも、重
要なリスク要因になっている」「自然現象には現在の学問の知見を超えるような事象が起こることがあり、
そういう極めてまれな事象への備えも必ず並行して考慮しなくてはならないという伝統的な防災対策の
心得が考慮されなくなりがちになっていた」（甲A567・p412-413）

ⅰ 日本は古来、様々な自然災害に襲われてきた『災害大国』であることを肝に銘じて、自然界の脅
威、地殻変動の規模と時間スケールの大きさに対し、謙虚に向き合うこと。

ⅱ リスクの捉え方を大きく転換すること。

福島第一原発事故後、その反省と教訓を活かすことを目的として原子力関連法令等が根本的に改
正された。

「自然環境」の考え方も、JEAG4625-2009も、評価の手順や考慮すべき事項を列挙しているにす
ぎず、どのような条件を満たせば安全と評価するのかという基準を示していない。

火山ガイドが福島第一原発事故後の原子力関連法
令等が定める高度の安全水準を満たしている

火山ガイドがこれらに整合 ⇏
推認できない



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑵ 被告が論拠とする専門的知見の訴訟上の位置づけ 14

下山憲治教授の基準（甲A557・p79）

ドイツにおける判断方法（甲A554・p20-21）

Ａ その時点において利用可能で、信頼されるデータ・情報のすべてが検討されていること
Ｂ 採用された調査・分析及び予測方法の適切性・信頼性が認められること
Ｃ 法の仕組みや趣旨などに照らして必要な権利・法益のすべてを比較衡量していること

Ｄ その選択・判断のプロセスが意思決定の理由と共に明確に示されていること
Ｅ 全体を通じて判断に恣意性・不合理な契機が認められないこと

ａ 許可官署（事業者）が、現存する不確実性等を排除するために、工学上の経験則に準拠する

だけではなく、科学（理論）的な想定や計算にすぎないものを考慮に入れたこと。
ｂ 許可官署（事業者）が、支配的な見解に寄りかからず、全ての代替可能な科学的知見を
考慮に入れたこと。

ｃ 許可官署（事業者）が、十分に保守的な想定でリスク調査やリスク評価に残る不確実性を
考慮に入れたこと。

原発行政訴訟における裁量の逸脱・濫用に係る具体的判断基準



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑵ 被告が論拠とする専門的知見の訴訟上の位置づけ 15

Ａやｂについて‐どのような科学的知見まで考慮すべきか

「福島事故のような過酷事故は絶対起こさないという意味での高度な安全性を要求すべきであるとい
う理念は尊重すべきものであ（る）」「（住民側が主張する）理念ないし精神に則った解釈適用が
必要となることは否定できないところであり、ある問題について専門家の間で見解が対立している場
合には、支配的・通説的な見解であるという理由で保守的でない設定となる見解を安易に採用する
ことがあってはならない。」

ありとあらゆる見解

すべての代替可能な見解

（＝保守的にみて尊重すべき見解）

相当に権威的な専門家等による
十分に合理的な見解

支配的・通説的見解

R2.1.17広島高裁即時抗告審決定（甲D341・p10-11）

原子力施設に求められる
高度の安全が確保されている

何らかの科学的
知見に基づいている

⇏
推認できない



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑵ 被告が論拠とする専門的知見の訴訟上の位置づけ 16

噴火予測やモニタリングに関する支配的・通説的見解とは何か

巽好幸

火山学会は、私が申しあげた問
題を背景にして提言された。

提言時と現在で、マグマ溜まり
の認定、存在の確実性に格段
の進歩があったとは認めていな
い。（甲D505・p2）

甲D508

本件設置変更許可処分に対する

火山学会としてのNOの意思表示

櫻田氏：見直せとは一言も
言っていない（甲D502・p54）



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価 17

火山ガイド策定当時の認識に関する安池証言（甲D499・p13）



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価 18

モニタリング検討チーム第2回会合における発言との整合性（甲A566・p30-31）

被告は、「安池氏の発言は、異常判定の判断基準は具体的な指標がないという現状を説明し、この
点について専門家に意見を求めたいという意見を述べる前提として、かつて、巨大噴火だから大きな予兆
があると考えていたことがあるという自身の体験に言及したものにすぎず、モニタリング検討チームの中で
の議論を受け認識が変わった旨を発言したものではない。」と弁解（Y準28・p24）



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価 19

モニタリング検討チーム第2回会合における発言との整合性（甲A566・p30-31）

「現状のガイドの考え方とか、今の審査の流れの中では」と
いう言葉は、明らかに直前までの認識を指す言葉であり、

議論の中で認識が変わったことを示している。

仮に、ガイドや審査実務がそのような誤解をしていなかった
のならば、「かつて自身が誤解していた」などという

体験を語る必要性は全くない。



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価 20

安池氏は、証人尋問において、合理的な説明ができなかったこと（甲D499・p49-50）

（代理人中野）「この発言の中に、…現状のガイドの考え方とか、今の審査の流れではというふうに書か
れていますけど、これ、結局、火山ガイド自体はこう考えていたということなんじゃないんですか。あるいは、
川内原発の審査、予兆が分かることを前提にしていたということではないですか。」

（安池）「いや、審査についてはちょっと分かりませんけども、少なくとも、ガイドを作る過程で、先ほど言っ
たヒアリング、…そこでは、正確に、巨大噴火であろうが巨大噴火でなかろうが、噴火を捉えられると、あ
るいは、例えばモニタリングをすることによって、絶対的に前兆とか予兆が捉えられるということはないです
というふうに説明してます。」

（中略）

（代理人海渡）「だからどうですか。この文章で、その当初というのがヒアリングまでだというふうにどうして
考えられるのか説明してください。

（安池答えられず）

説明なしということで。」

（代理人海渡）「私はちゃんと、全体を読んだ上で説明できますかということをお聞きして、その説明がな
かったわけですから、説明がないということで、…（略）…」



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価 21

モニタリング検討チーム第2回会合で示された第1回会合における意見（甲D528）

モニタリングで時期や規模を
予測することは困難

異常が認められても、ゆらぎの範
囲と判断してしまうおそれがある

リードタイム（数年）の単位で
大きな変動が出るとは限らない

カルデラ噴火に対する
判断基準は未だ無い



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑶ 火山ガイド策定当時の認識に関する安池由幸氏の証言の評価 22

モニタリング検討チーム第1回会合に先立って「論点」とされた点（甲D507）

「～との考え方もある中で」という日本語は、
通常、自身はそのような見解に立っていないけれども、
「～という考え方もある」という文脈で用いる語。

原規委ないし原規庁が、モニタリング検討チームの開催前まで、「巨大噴火の時期や規模を予測する
ことは困難である」とは考えていなかったことは明らか。



２ 火山ガイドの合理性について 》 ⑷ 新規制基準検討チームにおける委員の発言等の訴訟上の位置づけ 23

被告の主張①‐各委員等の発言は個人的なもので、原規委の見解ではない

「新規制基準検討チームの位置づけや同チームにおける火山ガイドの策定に向けた検討経緯に照らせば、
山田課長及び山口教授の前記各発言は、いずれも火山ガイドの策定に向けた検討段階における発言に
すぎず、原子力規制委員会としての意思決定が行われる前の各委員の個人的な発言であることは明らか
である。…（略）…各委員の発言が、火山ガイドに関する原子力規制委員会の見解として位置づけられ
るような性質のものでないことは明らかである。」（Y準28・p27）

「各委員の発言＝原規委の見解」と考えているのではない。原規委の認識を推認するための具
体的事実として、各委員の発言を挙げている。
私的な場での発言、私的な発言ではなく、火山ガイドを含む新規制基準の原案を策定するため
の公的な会議の場における発言であり、公的な議事録に残った発言。信ぴょう性がある。
山田発言や山口発言に対して、異議は出されていない。原規委ないし原規庁が、これと異なる認
識を有していたことを推認する事実（発言等）が主張されていないことが重要。
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被告の主張②‐口頭の表現よりも、委員会の公式の行政文書等によって認定すべき

Ａ時点の意思を認定したい場合、Ａ時点における客観的資料が最も推認力が強い。
それに前後するＢ時点やＣ時点の資料も参照し得るが、Ｂ→Ａ、Ａ→Ｃで、意思が変化した可
能性がないか吟味する必要がある。変化したことをうかがわせる事情がなければ、Ｂ＝Ａ、Ｃ＝Ａ
が推認できる。
他方、当事者間で紛争が発生した（例えば訴訟が提起された）Ｄ時点より後のＥ時点の資料
は、一般に信用性に乏しい。当事者が後付けで資料を作出できる可能性があるから。
本件では、DがH26の鹿児島地裁における仮処分審理中であり、被告が行政文書等とする「基
本的な考え方」はE時点。

A C D EB

「（新規制基準検討チームや国会答弁での発言は）口頭での表現であることから、行政文書等に文書
における表現と異なり、言い間違いや、…（略）…発言者本人の意図と表現が異なることも珍しくないた
め、個人の過去の発言、それも発言の一部をもって何か認定することは慎重でなければならず、…（略）
…委員会において公表された行政文書等によって明らかにされた内容をもって認定がされなければならな
い」（Y準28・p27-28）
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被告の主張②‐口頭の表現よりも、委員会の公式の行政文書等によって認定すべき

趣旨は明確で、
言い間違いや表現の違いなどと

いうことはあり得ない。

原規委の委員長が、
公式の記者会見や国会答弁で
原規委の考えと異なる虚偽の
発言をするとは考え難い

事情の変化もない

国会答弁は公的な発言。口頭だ
から証拠価値に乏しいなどという

のは民主主義の否定。
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⑴ 火山ガイドと基本的な考え方の異同に関する安池由幸氏の証言の評価

⑵ 火山ガイドは基準としての意味をなしていないこと

⑶ 社会通念に関する櫻田道夫氏の証言の評価



３ 火山ガイドは実質的に変更されたこと 》 ⑴ 火山ガイドと基本的な考え方の異同に関する安池由幸氏の証言の評価 28

火山ガイドと「基本的な考え方」の異同に関する安池証言

甲D499・p53-54

JNESの職員として、火山ガイドの原案を作
成した安池由幸氏が、自身の作った原案と、
「基本的な考え方」に書かれていることは、「少
し違う」と明確に証言した。
安池氏は、住民側から見れば敵性証人。そ
の証人がここまで証言したことの意味は非常
に重い。
 令和元年火山ガイドが、平成25年火山ガ
イドと内容に変更がないという主張が誤りで
あることを強く推認させる。
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被告の主張①‐JNESの役割は、検討フローの作成である

「JNESの役割として求められていたものは、飽くまでも科学技術的な見地に基づく検討フローの作成で
あり、その範囲を超えて、例えば、原子炉等規制法が相対的安全性を満たす基準としてどこまでの安全性
を要求しているのかという点や、巨大噴火の可能性評価をするに当たって社会通念を考慮するのか否かと
いう点について判断することではない。…（略）…安池氏の前記証言は、…（略）…純粋に科学技術
的な見地から、火山の影響評価をするに当たって、どのような火山事象を検討フローに取り入れるか…
（略）…について、発生頻度や影響といったハザードとしての評価を検討した旨を証言するものにすぎ
（ない）」（Y準28・p31）

控訴人ら代理人の質問は、内容面に限らず、検討フローも含めた火山ガイドと「基本的な考え
方」の異同であり、被告の反論は当を得ていない。
安池氏は、フローとの関連でも、火山ガイドでは、噴火規模によって巨大噴火かそれ以外かを区
別していないことを認めている（甲D499・p29）。
安池氏は、基準についてあまり具体的に書けなかったため、審査任せになったと証言（甲D499・p28、

p48）。これは「書くべきなのに書くことができなかった」と解するのが自然。「検討範囲外だから書く必
要がなかった」とは証言していない。JNESの役割が検討フローの作成にすぎないということ自体、
信用できない。
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被告の主張②‐安池氏は「基本的な考え方」の作成に関与していないから内容や当否を証言できる立場にない

「安池氏は、『基本的な考え方』の作成に関わっていないのであるから、火山の影響評価に関する審査の
経験や実績を反映した『基本的な考え方』について、その内容や当否を証言できる立場にない」（Y準28・

p31-32）

作成に関与していなければ、異同について判断できないというものではない。「基本的な考え方」
を読めば内容の異同は判断できる。
安池氏は、平成25年火山ガイドに基づいて実施された川内原発の新規制基準適合審査に参加
している。「審査の経験や実績」について十分に理解している。
「基本的な考え方」が、それまでの「審査の経験や実績」を踏まえたものなら、安池氏がその内容
を理解していないというのは矛盾である。
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原発に求められる高度の安全が確保できるといえる具体的な指標になっていない

火山ガイドが、原発の安全を確保するに足りる「基準」ではないことを自ら自白したに等しい。
安池氏も、基準についてあまり具体的に書けなかったため、審査任せになったと証言（甲D499・p28、

p48）。

「JNESの役割として求められていたものは、飽くまでも科学技術的な見地に基づく検討フローの作成で
あり、その範囲を超えて、例えば、原子炉等規制法が相対的安全性を満たす基準としてどこまでの安全性
を要求しているのかという点や、巨大噴火の可能性評価をするに当たって社会通念を考慮するのか否かと
いう点について判断することではない。…（略）…安池氏の前記証言は、…（略）…純粋に科学技術
的な見地から、火山の影響評価をするに当たって、どのような火山事象を検討フローに取り入れるか…
（略）…について、発生頻度や影響といったハザードとしての評価を検討した旨を証言するものにすぎ
（ない）」（Y準28・p31）

火山ガイドもフローだけ
どこまでの安全を要求するかは

書かれていない

原案はフローだけ
どこまでの安全を要求するかは

書かれていない
≒

ほとんど内容に変更がない
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社会通念に関する櫻田証言と被告の反論

櫻田道夫

（国民が本当にそのリスクを許容しているのか、調査検討したか）するまでもな
い。国民が許容しないなら、他の規制で巨大噴火を想定した対策が講じられるはず。
（一般的な危険施設と原発の安全を）同列に考えてはいけないという理屈が私に

は分からない（甲D502・p58-59）

「櫻田証言は、原子力施設に係る巨大噴火に対する規制の在り方を考えるに当たっては、原子力施設
以外の一般的な科学施設も含めた社会全体の巨大噴火に対する安全対策の状況から、巨大噴火のリ
スクが容認されていると考えられることを考慮せざるを得ない旨を証言したもの」（Y準28・p34）

そもそも、何を言っているのか分からない。
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社会通念に関する櫻田証言の趣旨

他の一般的な危険施設に
求められる安全水準Ｂ

原子力施設に
求められる安全水準Ａ＜

他の一般的な危険施設で
巨大噴火のリスクが考慮されている ⇒

原子力施設の方が高度の安全

原子力施設でも
巨大噴火のリスクは考慮すべきである

この推論は成り立つ

他の一般的な危険施設で
巨大噴火のリスクが考慮されていない ⇏ 原子力施設でも

巨大噴火のリスクは考慮しなくてよい

この推論は成り立たない

他の一般的な危険施設に
求められる安全水準Ｂ

原子力施設に
求められる安全水準Ａ≧

このように考えなければ、上の推論は成り立たない
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⑴ ほとんど反論がないこと

⑵ 原告らの主張の曲解

⑶ 被告の主張は実態に反していること

⑷ 総合的判断論について
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X準215の第４のうち、被告の反論がある部分とない部分

第４ 巽岩国尋問について
１ 巽岩国尋問の要旨と第４の概要 反論あり
２ 活動可能性評価の困難性の根拠①
⑴ 「正確に把握することができない」ということの意味 反論なし
⑵ 地下探査によって異常を見落とすメカニズム 反論なし
⑶ 「稠密な調査」の意味 反論なし
⑷ 事業者・国の論拠と「総合」の意味 反論あり
⑸ 鬼界カルデラにおける地下構造探査プロジェクト 反論なし
⑹ 鬼界カルデラの研究から示唆される事実 反論なし

３ 活動可能性評価の困難性の根拠②
⑴ 浮力中立点の意味 反論なし
⑵ 赤司証言の不合理性 反論なし
⑶ 姶良カルデラの低速度領域は、破局的噴火を起こし得る深さにあること 反論なし

４ 活動可能性評価の困難性の根拠③
⑴ マッシュ状マグマを把握することの困難性 反論なし
⑵ マッシュ状マグマの再活性化を考慮していないこと 反論なし

５ 安池尋問及び櫻田尋問に対する意見
⑴ 安池尋問について 反論あり
⑵ 櫻田尋問について 反論なし
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原告らの主張を曲解し、全く反論にならない主張に終始していること

「原子力規制委員会の巨大噴火の可能性評価について『マグマ溜まりが確認できないというだけで、マ
グマ溜まりが存在しないと考える』ものであるとする原告らの主張は、令和元年火山ガイドにおける巨大噴
火の可能性評価が地球物理学的調査結果のみに依拠しているという誤った理解に基づくものであり、理
由がない」（Y準28・p41）

「巨大噴火の可能性評価において、参照すべき各知見の一つとして、『現在のマグマ溜まりの状況』という
項目が挙げられている趣旨は、地震波トモグラフィ等の可視化技術により『正確にその存在や形状』を把
握することを求めることにあるのではなく、飽くまで、可視化技術により、巨大噴火を引き起こすような大規
模なマグマ溜まりである可能性がある領域が観測・観察された場合に、そのような可能性があることを想
定して検討をすることを求めることにある」（Y準28・p40-41）

原告らの主張を曲解するもの。
巽教授は、被告がいうように「マグマ溜まりである可能性がある領域が観測・観察された場合にだ
け対応する」としている点を批判している。そのような観測・観察されなければ、マグマ溜まりがない
ものとして「巨大噴火は差し迫っていない」と判断するのだから、「観測されない」ことと「ないこと」を
混同していると批判されても仕方がない。
鬼界カルデラプロジェクトのように、稠密な調査を行えば、それまで「ない」と思われていた場所で、
大規模なマグマ溜まりの可能性が明らかになることがあり得る。
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鬼界カルデラプロジェクトの無視

甲D509・p6 図1

巽好幸

鬼界カルデラ直下の深さ3～11㎞において、
水平方向に約25㎞、鉛直方向に約8㎞の低速
度領域＝マグマ溜まりの可能性のある領域がイ
メージングされた。

その体積は、単純計算で2000㎦程度あり、
優にVEI７の噴火を起こし得る。
（甲D505・p12-13、甲D503・p6-8）

甲D509・p5
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活動可能性評価に関するこれまでの主張の変遷

火山ガイド
文献調査、地形・地質調査、火山学的調査によって、活動履歴を把握する。
必要に応じて、地球物理学的調査及び地球化学的調査を行う。

裁判所
福岡高裁宮崎支部決定等、多数の裁判例において、「現在の火山学の水準
では、噴火の時期や規模を相当前の時点で的確に予測することは困難であり、
火山ガイドは不合理」と判断される。

原規委
「火山ガイドは予測をするものではない。予測は困難だが、ポテンシャルがない
こと（地下に大規模マグマ溜まりの可能性がある領域がないこと）を判断す
ることは可能」などと言い出す。

巽教授ほか
地下に大規模マグマ溜まりがないことを把握するのも不確実性が大きく、ポテ
ンシャルがないことを適切に判断することも困難と批判。

原規委
「可視化技術によって地下構造を正確に把握することが目的ではなく、総合
的に判断するから不合理ではない」などと言い出す。
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新知見が見つかっても何らの対処も求めないこと

「巨大噴火の可能性評価において、参照すべき各知見の一つとして、『現在のマグマ溜まりの状況』という
項目が挙げられている趣旨は、地震波トモグラフィ等の可視化技術により『正確にその存在や形状』を把
握することを求めることにあるのではなく、飽くまで、可視化技術により、巨大噴火を引き起こすような大規
模なマグマ溜まりである可能性がある領域が観測・観察された場合に、そのような可能性があることを想
定して検討をすることを求めることにある」（Y準28・p40-41）

鬼界カルデラプロジェクトにより、鬼界カルデラの地下に、大規模な低速度領域（マグマ溜まりの
可能性がある領域）が確認されたという新知見が出ても、原規委は、周辺の原発を運転する事業
者に対して検討を指示していない。
「マグマ溜まりである可能性がある領域が観測・観察された場合に、そのような可能性があること
を想定して検討をすることを求める」との点は実態に反している。
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総合的判断論に対する反論①

「巨大噴火の可能性評価において、参照すべき各知見の一つとして、『現在のマグマ溜まりの状況』という
項目が挙げられている趣旨は、地震波トモグラフィ等の可視化技術により『正確にその存在や形状』を把
握することを求めることにあるのではなく、飽くまで、可視化技術により、巨大噴火を引き起こすような大規
模なマグマ溜まりである可能性がある領域が観測・観察された場合に、そのような可能性があることを想
定して検討をすることを求めることにある」（Y準28・p40-41）

物理探査等で地下の
マグマ溜まりの状況を
的確に把握できない

ポテンシャルがないことの
評価も相当の確度で
行うことができない

≒
不確かな事実を
総合して評価を行う
ことにほかならない

≒

全体として合理性のある評価に
ならないというのが巽教授の指摘
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総合的判断論に対する反論②

「山崎教授や小林教授、井口教授などは、火山学的な調査を尽くして総合的に判断することによって、
巨大噴火が差し迫った状態にあるか否かは判断することができるなどと述べており、原子力規制委員会の
巨大噴火の可能性評価が、不確かな根拠を単に総合したものなどではないことは明らか」（Y準28・p43-

44）

藤井敏嗣教授「巨大噴火の可能性がないという
判断は非常に難しいと思いますが、それが差し
迫っているかどうかという判断は、これまでにも何
回かやったことがあるんですね。仏領のグアダルー
ペというところで聞き、カルデラ噴火に相当するよ
うなものが迫った時に、国際委員会が設置され
て、そこでボートをして、避難させるかどうかという
ことを決めたことがあります。 …（略）…それで
もなかなか判断ができないというのが実情で
す。」

モニタリング検討チーム第2回会合（甲A566・p27-28）

井口正人教授「我々が持っているデータというの
は、その量において限界があって、変動の全体像
をつかむ、こういうふうにつかんでおればいいんで
すが、それをつかむということが、その噴火の規模
が大きくなればなるほど、それが難しくなる」「観測
データというのは、我々の近代観測というのは
100年程度のデータの蓄積しかありませんから、
それだけからやはり予測するということは、おのず
から限界がある」

モニタリング検討チーム第3回会合（甲D529・p22,24）

被告が引用する専門家の見解も
信用性が高いとはいえない
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